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西部県税事務所からのお知らせ

地方税も電子申告・納付！

令和６年 10 月 15 日に広島市東区光町に移転しました！

　ｅＬＴＡＸ（エルタックス）では、インターネットを利用して地方税の申告、納付手続きが
行えます。（ｅＬＴＡＸは、地方公共団体が共同で運営する地方税の総合窓口システムです。）

　西部県税事務所は広島市東区へ移転し、令和６年10月15日㈫から新庁舎で業務を行っ
ています。

eLTAXで利用可能な手続き

eLTAXで電子納付（共通納税）が可能です。

★詳しくは、eLTAXホームページをご覧いただくか、ヘルプデスクにお問い合わせください。

広島県ホームページ（県税のページ）（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei）

広島県西部県税事務所法人課税課（℡：082-207-3145（ダイヤルイン））

eLTAXホームページ　⇒　h t t p s : //w ww . e l t a x . l t a . g o . j p
ヘルプデスク　⇒　℡：0570-081459（つながらない場合は03-5521-0019）

エルレンジャー

★新庁舎：〒732-0052　広島市東区光町二丁目1-14　広島県光町庁舎1階・2階
※　呉、廿日市、東広島の各分室の場所・担当業務には変更はありません。
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広島市役所からのお知らせ
　令和６年中に給与の支払をされた法人・事業主の方は、令和７年１月31日㈮までに、給与支払報告書（個人
別明細書と総括表）及び普通徴収切替理由書を提出してください。
●　個人別明細書
　令和７年１月１日に広島市に住所がある人で、令和７年１月１日現在において給与の支払を受けている人
又は令和６年中に退職された人で給与支払金額の総額が30万円を超える人（アルバイトなどの短期就労者も
含む。）について１名につき１枚作成してください。
●　総括表
　広島市に提出される個人別明細書の人数等を記入したものを1法人又は1事業主につき1枚作成してください。
●　普通徴収切替理由書
　広島市に個人別明細書を提出される人のうち、市民税・県民税・森林環境税を特別徴収（給与から差し引き）
できない人がいる場合は、その理由と人数を記入したものを、１法人又は１事業主につき１枚作成してください。
※　各帳票の様式及び記入要領は、広島市のホームページをご覧ください
　　市ＨＰ　ページ番号　　　 　　　　→ 令和７年度給与支払報告書の提出について
●　提出先・問合せ先　広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係（℡ 082-504-2089）

　広島市では、「eLTAX（エルタックス）」（地方税ポータルシステム）を利用して、インターネットによ
る申告等を行うことができます。また、eLTAXからは電子納付により納税することもできます。
　利用できる税目と手続は、次のとおりです。
●個人市民税・県民税・森林環境税（給与支払報告、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出、納入など）
●法人市民税（確定申告・予定申告・仮決算の中間申告・修正申告・均等割申告、法人設立・設置届、納付など）
●固定資産税（固定資産税（償却資産）の申告、申告書の提出期限の延長の承認申請など）
●軽自動車税（種別割）（申告書の提出期限の延長の承認申請）
●市たばこ税（市たばこ税の納付申告、納付など）
●入湯税（入湯税の納入申告、特別徴収義務者経営申告、納入など）
●事業所税（資産割・従業者割の納付申告、免税点以下の申告、事業所用家屋貸付等申告、納付など）
　詳しい内容や手続等は、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

8時30分から24時まで
（土・日・祝日、年末年始（12/29～1/3）は除きます。）

　事業を営んでいる人が、令和７年１月１日現在、広島市内に固定資産税の対象となる償却資産（事業用資
産）を所有している場合には、資産の種類・取得価額・数量等を記載した償却資産申告書を作成し、令和７年
１月31日㈮までに提出してください。
　なお、複数の区に償却資産を所有している場合には、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、提出してく
ださい。
●　償却資産とは
　会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等で、
土地及び家屋以外の減価償却できる資産（自動車税（種別割）・軽自動車税（種別割）の課税対象である自動車
等を除きます。）をいいます。
●　提出先・問合せ先　広島市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係（℡ 082-504-2127）
※　申告書は、最寄りの市税事務所家屋係・税務室に提出していただくこともできます。
※　申告書、申告の手引等が必要な方は償却資産係にご連絡ください。
※　申告書等の様式は、広島市のホームページからもダウンロードできます。
　　市ＨＰ　ページ番号　　　　　　　→ 令和７年度償却資産申告について
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【法人会員】

【個人会員】

広島北法人会にようこそ
公益社団法人

令和６年８月～令和６年12月

2/ 4（火）
2/23（日）
3/25（火）
4/22（火）
6/ 2（月）

【女性部会】新春講演会
【可部支部】視察研修旅行
【　本会　】理事会
【　本会　】理事会
【　本会　】第 13回通常総会

ひとりしゃぶしゃぶ舞
倉敷方面
安佐南区民文化センター
安佐北区民文化センター
ホテルメルパルク広島

●会　報／ひろしま北　第108号
●発　行／令和７年１月
●発行所／公益社団法人　広島北法人会

●事務局／広島市安佐北区可部四丁目6番3号 マニクールヌマタ202号
●電　話／082-815-4319
●ＦＡＸ／082-815-2937

支部名 法 人 名 所 在 地 業　種
可部支部 ㈱ＡＫＵＳＨＵ 安佐北区可部町南原434-1 建設業

㈱イデアル 安佐南区西原2-27-7 プラスチック製品等の加工・販売
北広島町支部 ㈱ぶなの里 山県郡北広島町東八幡原886-5 建築土木・農業

㈱エヌ・エス化工 山県郡北広島町阿坂11406-3 各種パッキング製造
高陽支部 ㈱エンドレス 東区馬木6-1729-5 建設業

佐東支部
㈱越前屋 中区小町7-27　 広告代理店
バイオ燃料技研工業㈱ 安佐南区緑井1-5-1 製造業
㈱ｏｗｌ 安佐南区緑井2-14-26 美容室

沼田支部

㈱ナイン 安佐南区伴西4-19-6 印刷業
㈱マルミヤ 安佐南区安東1-3-21-6 建設業
㈱新田技研 安佐南区上安4-30-3 左官工事業
イズ㈱ 佐伯区五日市中央3-10-1 建築設計
ＡＢＯＳ㈱広島営業所 西区横川町2-9-1マツモトビル501 保険代理業

安古市支部

社会保険労務士法人　たんぽぽ会 安佐南区東原3-25-18 専門サービス業
広島県信用組合　安古市支店 安佐南区大町西1-1-4 金融業
㈱グレイスホーム 安佐南区西原5-5-23 不動産
㈱Ｋｏ－Ｄｏ 安佐南区川内1-10-16 1F2号 建設業　リフォーム
巽産業㈱ 安佐南区中須1-55-5-103 土木工事業
㈲地源 中区東白島町21-16 不動産管理
㈱オートブティックブルーム 安佐南区大町東1-3-26 不動産業
㈲ケ－・サヴール 安佐南区高取北1-13-8 洋菓子製造業
㈱エース 安佐北区亀山3-31-14 自動車販売
㈱ブラックシャドー 安佐南区大町東3-2-18 自動車部品卸
システム技研工業㈱ 安佐北区安佐町久地1990-21 塗装業
広島信用金庫　川内支店 安佐南区川内1-7-16 金融業
㈱エフランズ 内装業
㈲オート・フレンド 安佐北区安佐町久地4428-2 自動車整備

支部名 会　員　名 所 在 地 業　種
可部支部 颯林 安佐北区可部 林業

ウズ内装 安佐南区山本 内装業
高陽支部 ハッピーカーズ広島北店 安佐北区亀崎1-22-11 自動車買取業

沼田支部

セサル内装 安芸区矢野東 建設業
池田　勇気 安佐南区川内 建設業
ＫＹＯＨＥＩ 安佐北区可部南 建設業
西岡装飾 佐伯区八幡 建設業
品川　良貴 安佐南区上安 建設業

安古市支部

原　　伸治 安佐南区川内 不動産賃貸業
阿部　喜生 安佐南区東原 不動産業
石橋　久惠 安佐南区川内 不動産賃貸業
髙橋　真理子 安佐南区長束 不動産賃貸業
角舛　さつき 安佐南区大塚西 不動産賃貸業
中尾　恵 安佐南区中須 不動産賃貸業
原田　賀弘 安佐南区川内 不動産賃貸業
原　　信雄 安佐南区大町東 不動産賃貸業
ＣＴＦ 安佐南区中須 とび　土工
粟根　大助 安佐南区大町東 飲食業
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広島総合支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町７-18 東芝フコク生命ビル5F



広島支社/

TEL 082-241-8191

広島支店
TEL 082-535-6010


